
令和４年１月２１日付まん延防止等重点措置発令に伴う代替サービスについてＱ＆Ａ（茅ヶ崎市）

令和4年1月21日

１．放課後等デイサービス

よくある質問 茅ヶ崎市回答

1
利用者及びその家族からから希望があった場合、

電話等による連絡で本体請求できますか。

・できます

　代替サービスを行った際は、通所時と同等のサービ

スを提供した場合、請求が可能です。代替サービスに

ついては、教材を提供し、その教材に関する電話等の

フォロー、テレビ電話での療育的支援を対象としま

す。フォロー内容や支援については必ず日報等に記録

し、事業所にて保管してください。

　なお、電話、メール、ライン等による生活状況等の

確認のみでは請求は認められません。

２．児童発達支援

よくある質問 茅ヶ崎市回答

1
利用者及びその家族からから希望があった場合、

電話等による連絡で本体請求できますか。

・できます

　代替サービスを行った際は、通所時と同等のサービ

スを提供した場合、請求が可能です。代替サービスに

ついては、教材を提供し、その教材に関する電話等の

フォロー、テレビ電話での療育的支援を対象としま

す。フォロー内容や支援については必ず日報等に記録

し、事業所にて保管してください。

　なお、電話、メール、ライン等による生活状況等の

確認のみでは請求は認められません。


